★市農林水産課に写しを提出してください。
記入例

農作業受委託契約書

受託者（以下「甲」という。）及び委託者（以下｢乙｣という。）は、この契約書の定めるところにより農作業受委託契約書を締結する。
農作業を請け負う方の住所・氏名をご記入ください。

この契約書は、２通作成して受託者及び委託者がそれぞれ１通所持する。


令和8 年４月１日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　農家番号【　001　－　0001　】
受託者（甲）　  住所    西条○○町１－１－１
　
                                         氏名    東広島　太朗　　      印
             　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　農家番号【　004　－　0010　】
委託者（乙）    住所    西条○○町２－２ 
                    
                                         氏名    農林　　次郎　       印

第１条  農作業の受委託の内容
農作業を委託する方（水田の所有者等）の住所・氏名をご記入ください。

[bookmark: _GoBack]    甲は、別表に記載された水田について、農作業を乙より受託し、善良なる管理者の注意
をもって作業を行うものとする。
乙は、甲が農作業を円滑に行えるよう作付けに十分配慮する。

農作業を受委託する期間を必ずご記入ください。期限なしの場合は、解約するまでと記入されるか、期間満了日を空欄にしてください。

第２条　農産物の販売
　　乙は、甲に対し、前条で示した水田において生産・収穫された農産物の販売を委託し、
甲はこれを受託するものとする。

第３条  委託料記入漏れ注意！

乙は、農作業に対して、同表に記載された金額に従って委託料を甲に支払うものとする。

第４条　契約の期間
　　本契約の有効期間は、令和8年４月１日から令和14年３月３１日までとする。

第５条　契約の変更★注意★
・契約の期間満了後も作業受委託を継続する場合は、再度、農作業受委託契約書を作成し、写しを提出してください。
・契約期間中に、契約内容の変更を行う場合は、合意書等を作成し、写しを提出してください。

甲と乙の間において、本契約書に記載された事項を変更する必要が生じた場合には、
甲、乙、協議の上、変更し、合意書を作成することとする。

 第６条　その他
　　本契約書に定めの無い事項については、その都度協議し決定するものとする。


※　別  表　※
1  農作業の受委託の内容
	耕地・
分筆番号
	作業を委託する水田

	
	地名･地番
	面積
（㎡）
	栽培作物

	0900-001
	西条○○町　１２３４番地1
	2000
	主食用水稲

	0901-001
	西条○○町　５６７８番地
	500
	かぼちゃ

	0902-001
	西条○○町　１２３４番地２
	300
	その他野菜

	
農作業を受委託する、水稲生産実施計画書に記載された水田の地番、面積、作物等を記入してください。

	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	合 計
	
	3600
	



２  作業料金
	地番
栽培作物等
	委託作業の料金（円／10a）

	
	耕起・整地
	播種・育苗・移植
	収穫
	出荷
	その他

	主食用水稲
	00000円
	00000円
	00000円
	00000円
	00000円

	かぼちゃ
	00000円
	00000円
	00000円
	00000円
	00000円

	その他野菜
	00000円
	00000円
	00000円
	00000円
	00000円

	
	
	
	
	
	


※　無償契約の場合は、「無償」と記入する。

農作業の受委託にあたり、作業料金を取り決める場合は、その金額を記入してください。

